
和光市がけ地近接等危険住宅除却事業 
補助金制度のお知らせ 

 がけ地の崩壊等により市民の生命
に危険を及ぼすおそれがある区域
（土砂災害特別警戒区域）に存する
住宅の除却費用の一部を補助します。 

 

＜補助対象となる住宅＞ 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

(平成１２年法律第５７号)第９条に基づき土砂災害特別警戒区域として、埼
玉県が指定した区域(市内１９箇所)に、指定以前から建てられている住宅
（危険住宅）で居住しているもの。 

＜補助対象者＞ 

 危険住宅を所有し、かつ危険住宅に居住するもの。 

＜補助金の額＞ 

 危険住宅の除却に要する経費の額または１戸当たり９７５千円のいずれ
か少ない額とする。 

＜申請の流れ＞ 
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問い合わせ先 和光市建設部建築課 

電話 464-1111 (代表) Fax 464-5577  E-mail   e0300@city.wako.lg.jp           


